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議 会 の 動 き を み な さ ま に お 伝 え し ま す

議員提案による「加西市手話言語条例」を可決（P2~3）

●  平成 27 年度決算の審査（P4~5）
●  質疑・一般質問（P6~12）
●  気球の飛ぶまち加西条例、市営駐車場の廃止など９月の議案（P13） 

加 西 の 秋、 実 り の 秋 
富 田 小 ３ 年 生 、 稲 刈 り 体 験
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加
か さ い し

西市手
し ゅ わ

話言
げ ん ご

語条
じ ょ う れ い

例 を 制
せ い て い

定

手
し ゅ わ

話 条
じょうれい

例

うれしい

手
しゅわげんごじょうれい

話言語条例って、何
なん

ですか？

条
じょうれい

例では、どんなことが決
き

められているの？

条
じょうれい

例では、次
つぎ

のことが決
き

められています。

市
し み ん

民 の 役
や く わ り

割 　手
し ゅ わ

話の理
り か い

解を深
ふか

める。市
し

の施
せ さ く

策に協
きょうりょく

力する。

事
じぎょうしゃ

業 者 の 役
やくわり

割 　手
し ゅ わ

話で利
り よ う

用しやすい「サービス・環
かんきょう

境づくり」に努
つと

める。

市
し

の 役
や く わ り

割 　市
し み ん

民の理
り か い

解を促
そくしん

進する。次
つぎ

の施
せ さ く

策を推
すいしん

進する。

手
し ゅ わ

話は言
げ ん ご

語 私
わたし

たちが日
に ほ ん ご

本語を話
はな

すように、手
し ゅ わ

話はろう者
しゃ

の言
げ ん ご

語です。 

・手
し ゅ わ

話で「日
にちじょうせいかつ

常生活・社
しゃかいせいかつ

会生活」ができるようにする。
・手

し ゅ わ

話が「使
し よ う

用しやすい環
かんきょう

境」を整
ととの

える。

これらを目
もくてき

的に、「手
し ゅ わ

話の理
り か い

解・普
ふきゅうそくしん

及促進」を図
はか

るための
条
じょうれい

例です。

・「手
し ゅ わ

話の理
り か い

解・普
ふきゅう

及」を図
はか

る施
せ さ く

策
・「手

し ゅ わ

話で情
じょうほう

報を得
え

られる」機
き か い

会を拡
かくだい

大する施
せ さ く

策
・「手

し ゅ わ つ う や く し ゃ

話通訳者の確
か く ほ

保・養
ようせい

成」など、意
い し そ つ う

思疎通を支
し え ん

援する施
せ さ く

策
・学

がっこうきょういく

校教育における「手
し ゅ わ

話の理
り か い

解・普
ふきゅうけいはつ

及啓発」
・手

し ゅ わ

話が必
ひつよう

要な児
じ ど う せ い と

童生徒に、手
し ゅ わ

話による学
がくしゅうしえん

習支援に努
つと

める。

言
げ ん ご

語
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本
ほん

ページは、「ろう者
しゃ

をはじめ、みんなに読
よ

みやすく」作
さくせい

成しています。
・漢

か ん じ

字のよみかな（音
おと

を補
おぎな

う）
・簡

かんけつ

潔な表
ひょうげん

現（手
し ゅ わ

話の文
ぶんたい

体・語
ご い

彙に近
ちか

づける）

条
じょうれい

例はどうやって、作
つく

ったの？

議
ぎ い ん ぜ ん い ん

員全員で構
こうせい

成する「政
せいさくけんとうかい

策検討会」で、議
ぎ ろ ん

論を重
かさ

ね、作
さくせい

成しました。

意
い け ん こ う か ん

見 交 換 　ろう者
しゃ

・手
し ゅ わ

話サークル・手
し ゅ わ つ う や く し ゃ

話通訳者と意
い け ん こ う か ん

見交換。
　　　　　　　　      「ろう者

しゃ

の現
げんじょう

状・必
ひつよう

要な支
し え ん

援」を確
かくにん

認しました。

条
じょうれいあん

例 案・ 検
け ん と う

討 　「加
か さ い し

西市の目
め ざ

指すべき姿
すがた

」について、検
けんとう

討を重
かさ

ねました。

行
ぎょうせい

政・意
いけんちょうしゅ

見聴取 　条
じょうれいあん

例案について、「行
ぎょうせいがわ

政側の意
い け ん

見」を確
かくにん

認しました。

手
し ゅ わ べ ん き ょ う か い

話 勉 強 会 　手
し ゅ わ

話の表
ひょうげんほうほう

現方法について学
まな

びました。

パブリックコメント 　条
じょうれいあん

例案について、広
こうほう

報と H
ホームページ

P などで広
ひろ

く意
い け ん

見を求
もと

めました。

　　　　　　　　　   ９月
がつ

議
ぎ か い

会で上
じょうてい

程、全
ぜ ん か い い っ ち

会一致で可
か け つ

決。（９月
がつ

26 日
にち

）

政
せいさくけんとうかい

策検討会（H28.7.25 ～ 8.29）

意
い け ん こ う か ん

見交換の様
よ う す

子（７月
がつ

29 日
にち

）

手
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話勉強会の様
よ う す

子（８月
がつ

25 日
にち

）

み
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し
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ら
せ
る
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よ
り
よ
い
社し
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か
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す
る
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め
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会から提
ていあん

案する、初
はじ

めての政
せいさくじょうれい

策条例議
ぎ あ ん じ ょ う て い

案 上 程

思
おも

いを伝
つた

えるために
筆
ひつだん

談のときも
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        平成 27 年度決算を認定 総務 建設

 

一般会計  
 

不納欠損  

問 不納欠損（法に基づいて税金の徴収を放棄するこ
と）の傾向について。 

答 固定資産税の不納欠損が増加しており、差し押さ
えをするにも、該当資産に抵当権が設定されてい

るため、他の財産を調査する間に時効を迎えるケースが
全体の約５割と多くなっています。そのため、納税相談
を行い滞納者との接点を維持するなど、まずは現年分の
滞納をできる限り抑制する方向で努めています。

○不納欠損の減少に引き続き努めていた
だきたい。

 
ふるさと納税  

問 ふるさと納税の状況について。 

答 住民税控除が従来の２倍になったことなどから寄
附額が大幅に伸びている一方、その実態は、応援

する自治体への寄附というより、お礼の品目当ての傾向
が強くなってきています。総務省から換金性・資産性の
高い返礼品を控えるようにとの通知もあり、加西市では
一定の金額以上は返礼を行わないようにしています。

 
観　光  

問 滞在型観光バスツアー助成金
について。

答 観光ルートに加西を組み込み、お金を落としてい
ただく動機づけとして設定しています。15 名以上

でチャーターバスを利用し、加西市の観光地を３カ所以
上訪れた場合に、バス借上げ費用の２分の１を助成し、
毎年好評をいただいています。

○他市から訪れる方にも分かりやすいパンフレットの
充実に努めていただきたい。

 
市街地整備  

○ホテル誘致が決定した今、立地のよい旧市役所庁舎
の活用を早急に検討していただきたい。

○補助金や様々な支援策を用いて、空き店舗を活用す
るなど、中心市街地の活性化を図っていただきたい。

 
ふるさと創造会議  

○各地区のふるさと創造会議が一同に会し、情報交換
や研究のできる場をつくっていただきたい。 

○交付金は、大きい校区と小さい校区で一律とするの
ではなく、校区の人口に応じて交付する体制をとり、
公平に運用していただきたい。

 
地域振興  

○共通商品券は販売方法を工夫し、ある程度公平に
市民へ還元されるようにしていただきたい。

○合同就職面接会での企業と求職者のミスマッチにつ
いては、改善策を検討していただきたい。

 
運動ポイント  

問 最初に立てた目標を達成した人が
約 4 割と低かった原因について。 

答 途中で諦められた方のほか、記念品の魅力不足や
交換時期の限定、記録帳の記入が負担であったこ

となどが考えられます。

○ポイント付与対象の拡大、記念品の工夫、参加しや
すい方法の検討、大々的なキャンペーンなど、参加
者の増加に努めていただきたい。

 
健康・福祉  

問 手話通訳者の養成について。 

答 加西市では手話奉仕員養成研修講座を開講してい
ます。また、修了後のステップとして手話通訳者

養成講座を小野市・三木市と合同で実施していますが、
公的資格である手話通訳士を養成するレベルではあり
ません。

○さまざまな方策を実施し、手話通訳者をふやしてい
ただきたい。

○生活保護の審査は、収入等の綿密な調査の上で行い、
認定後も受給者の状況を把握するよう努めていただ
きたい。

○認知症カフェの周知と理解の浸透に努め、地域の方
が気軽に訪れ、交流できる場になるよう支援してい
ただきたい。 
 

９月定例会では、平成 27 年度決算案件（一般会計、特別会計、企業会計）10 件が上程されました。総務委員会
と建設経済厚生委員会に分かれて３日間審議を行い、認定しています。

一般会計の決算額は、歳入 209 億 2,618 万 4,433 円、歳出 208 億 1,598 万 5,414 円、翌年度への繰り越し 2,605
万 6,000 円を差し引いた実質収支額は 8,414 万 3,019 円となっています。

各委員会において、執行者に対し以下のとおり意見・要望が述べられています。
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○こんにちは赤ちゃん事業において、訪問の
同意が得られなかった家庭には、特に留意
しながら、全家庭を訪問できるよう努めて
いただきたい。

○こども医療費について、ジェネリック医薬品の利用
率向上に向けて啓発していただきたい。

○こども医療費や保育料の無料化など、継続して行う
福祉政策は、臨時的な財源ではなく、一般財源によ
り執行していくべきである。

 
環　境  

問 河川環境の維持管理について。 

答 地域の財産を地域で守っていただくために、アド
プト制度や補助金で支援しながら全体的な環境整

備を進めたいと考えています。

○作業できる住民の数が減り困っている自治会の状況
を理解して、対策を講じていただきたい。 

問 粗大ごみ拠点回収の検証について。 

答 モデル地区では、木質タンスや布団などが大量に
出され、直営の職員だけでは回収しきれなくなっ

ているため、今後は委託に切り替える
ことになると考えています。

問 不法投棄の防止について。 

答 不法投棄防止活動推進員が、県
からカメラを無償で借り受けて監視しています。

また、市も同様にカメラの貸し出しと、要望に応じた防
止看板の配布を行っています。

○「不法投棄を止めよう」と思わせるくらいの効果的な
看板を制作し、防止に努めていただきたい。

 
教　育  

問 小中連携教育の取り組みに
ついて。 

答 ①中１ギャップの解消②学力向上③教職員の指導
力向上を３つの柱として取り組んでいます。中 1

ギャップの解消に向けては、中学校区ごとに取り組んで
おり、担当が相互に情報共有しながら進めることで成果
が出てきているところです。

○塾に行けない子供たちを土曜日授業でカバーする。
そして、学力全国一や体力全国一などを目指すよう
な、個性ある加西市の教育を実
施していただきたい。

○施設統廃合の検討は、保育料軽
減の引き換え条件とするのでは
なく、地域に必要な園のあり方
について純粋に検討していただ
きたい。

 

国民健康保険特別会計  

○優良世帯表彰は、医療機関を受診しなかったこ
とではなく、疾病予防や重症化予防の観点から、

「健診を受けて健康であった」という部分を評価
する方がよい。

 

介護保険特別会計  

問 特別養護老人ホームの待機状況に
ついて。

答 平成 27 年度から特養の入所基準
が原則要介護 3 以上となり、平成

27 年 6 月の待機状況調査では、前年度
の 27 名から 14 名と減少しましたが、高齢化の影響に
より、平成 28 年には増加に転じて 18 名となっています。

 

公園墓地整備事業特別会計  

○小さな墓地区画のニーズが高まっている。引き続
き民間の動向を注視していただきたい。

 

水道事業会計  

問 平成 26 年度の赤字決算から、黒字に転じるまで
に収益が改善した理由について。

答 水需要の増加と、平成 27 年 1 月からの契約変更
により市川町からの受水費が下がったためです。

 

下水道事業会計  

問 水洗化促進補助金の成果について。 

答 高齢者世帯 17 件、障がい者世帯 7 件、小学生以
下の第 3 子がいる世帯 4 件、それ以外の一般世帯

44 件の計 72 件で交付決定し、水洗化がこれまで以上に
進んでいます。

 

病院事業会計  

問 平成 27 年 8 月に開設した、地域包括ケア病棟に
ついて。

答 病床利用率は 8 割弱となっており、
その利用者は急性期病床からの転棟

患者がほとんどです。他院の急性期治療
終了後にもう少し療養の必要な患者も受
け入れています。

問 病院の耐震化について。 

答 病院本館の耐震診断結果を受け、建て替えも含め
て市と協議しながら前向きに取り組む必要がある

と考えています。
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９月定例会

質疑・一般質問

審議の様子は、インターネット中継や会議録検索システム（11 月下旬掲載予定）にて
ご覧いただけます。

質　疑

９月９日、12 日の本会議では、質疑４名、一般質問 11 名の議員が
議案や市政全般にわたり活発な質問を行いました。（発言順に掲載）

問 条例によってどのように活
性化していくのか。

答 通常のフライトに加えて、
トライアスロン大会・北条

の宿はくらんかい等のイベントに
合わせた気球の係留、かさいまち
あそびの空中散歩を楽しむ試乗体
験、小学校へのサプライズ係留、
熱気球教室などを継続していきま
す。

また、市制 50 周年とも連携し
ながら、気球の飛ぶまち・加西を
アピールし、県内外からお越しい
ただいた方に、「加西市といえば
気球が飛ぶまち」と言っていただ
けるような活性化を目指していき
ます。 

問 35 年ほど前から加西市へ飛
来し越冬している白鳥が、

平成 27 年には 32 羽、28 年には
16 羽と少なくなっている。白鳥
と気球との共存が大切ではない
か。

答 ちょうど２年前から飛び
始めた気球の大きな姿や、

バーナーの音が白鳥数減少の一因
とも考えられ、気球の飛行と白鳥
の飛来を両立させる環境の整備が
大切だと考えています。

白鳥がよく飛来する池を「飛行
制限エリア」に定め、風に流され
るなど予期せずエリアに入ってし
まった場合は、高度を上げたり、
サイレントバーナーを使用するな
ど、緊急対応していただいていま
す。

問 飛行の取り決めと周知が必
要ではないか。 

答 フライト規約を定め、気球
の降下時は民家の近くを避

け、使用されていない田んぼや農
道を一時的に利用させていただく
ことなどを取り決めています。

また、飛行に際しては、必ず事
前連絡をいただいた後に、当日の
朝には、気球を飛ばす気球チーム
と播磨風船飛行隊がミーティング
でルートを確認し、改めて白鳥が
いるエリアへ侵入しないよう伝達
しています。

白鳥が飛来する加西も、気球が
飛ぶ加西も、いずれも大切な加西
市の財産であるとの認識のもと、
しっかりとした対応で活性化を進
めていきます。

■その他の質問項目
・ 議案第 49 号　加西市駐車場条

例を廃止する条例の制定について

議案第 48 号　気球の飛ぶまち加西 
                                              条例の制定について

森元　清蔵  議員
（21 政会）
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質　疑

一般質問

問 新聞報道等でホテルの誘致
について、事業者と基本協

定を締結したとありましたが、そ
の内容について。

答 8 月 25 日にルートインジャ
パン株式会社と締結した基

本協定書の内容は、基本的には、
「本事業が円滑に進むようお互い

が協力し、疑義が生じた場合は誠
実に協議する」という内容を盛り
込み、加えて、本事業に係る公募
要項に定めた事項や支援策の遵
守、事業用地の特定についてもう
たっています。

今後、事業用地の賃貸借契約を
取り交わすため、ルートインジャ
パン株式会社と協議を行う予定と
なっています。

問 事業者に対して市が行う優
遇策について。

答 ①土地賃貸借期間は原則 20
年とし、最初の 10 年間は

賃貸料を無償とすること。②加西
市産業振興促進条例に基づき、特
定した投資額に対して付加される
固定資産税相当額（5 年間）と、
年間水道使用量が 2,000 立米を超
えた水量に係る水道料金相当額の
2 分の 1 の額（10 年間）分を奨
励措置するものです。

問 アスティアかさい建設時に
電波障害が発生し、現在、

市営駐車場中に共同アンテナが設
置されているが、今後、アンテナ
についてのホテル側の対応は。

答 今回の宿泊施設建設におい
ても電波障害は懸念される

ところですが、高層建築物の建設
に伴う電波障害については、「事
業者みずからの責任と負担におい
て電波法に基づいた適切な処置を
講じること」となっています。

市営駐車場に設置しているアス
ティアかさいの共同アンテナにつ
いては、宿泊施設に設置するアン
テナと共同利用するか、隣接して
別で設置するかのどちらかになる
と考えていますが、いずれにして
も電波障害の心配はないものと考
えています。

■その他の質問項目
・ 議案第 48 号　気球の飛ぶまち

加西条例の制定について
・ 議案第 54 号　平成 28 年度加

西市一般会計補正予算（第２号）
について

問 加西市の教育レベル向上の
取り組みについて。

答 今年度からウェブ上の学習
支援システムを導入し、学

習段階等に応じたプリント類の提
供や、映像教材による効果的な授
業づくり等、新学習支援事業に取
り組んでいます。

問 北条高校では数年前から英
語教育に力を入れ成果を上

げているが、小中学校でも取り組
んではどうか。

答 平成 32 年度から小学５、6
年生を対象に教科としての

外国語が実施されるため、中学校
教員による小学校への乗り入れ授
業や、モジュール方式による外国
語学習を検討し、英語教育を充実
させていきたいと考えています。

問 小中一貫した英語教育シス
テムを構築し、さらに高校

との連携ができればと考えるがど
うか。

答 英語における小中高の連携
については、現在、朝来市

で、文部科学省の指定による英語
教育強化事業の研究が行われてい
ます。その結果を踏まえて、連携
協議会の設置や高校連携へとつな
げていきたいと考えています。

問 国から英語特区的な指定を
受けることは可能か。また、

その進め方について。

答 文部科学大臣の指定による
教育課程特例校制度に加え

て、この 4 月から、小中一貫教
育制度への移行による特別な教育
課程を実施することが可能となっ
ています。施設の形態は一体型・
併設型を問わず実施可能であるた
め、英語教育充実に向けて議論を
進めていきたいと考えています。

また、実際に特別な教育を進め
る場合には、モデル地区での成果
や課題を踏まえて、市全体に広げ
ていくスタイルがよいと考えてい
ます。モデル地区については、２
つの小学校からなる善防中学校区
が、連携しやすく規模も小さいた
め、候補の一つかと考えています。

■その他の質問項目
・ 道路整備及びアドプト制度につ

いて
・ ホテル誘致に伴う中心市街地の

整備について
・ 玉丘史跡公園について
・ 住宅地の整備について

議案第 49 号　加西市駐車場条例を 
                               廃止する条例の制定について

中右　憲利  議員
（21 政会）

黒田　秀一  議員
（自民の風・誠真会）

加西市の教育について
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一般質問

一般質問

問 この夏、市民から道路の雑
草が多いという苦情があっ

た。個人的によく利用する県道玉
野倉谷線では、縁石の間から長い
草が何本も生え、植栽は伸び放題
と、道普請でちょっと刈るような
雰囲気ではない。

そこで、市道・県道の管理状況
についてお伺いしたい。

答 除草や剪定については、県
道・市道ともに業者委託し

ています。
市道は昨年度の総額が 2,350 万

円、内訳は、シルバー人材セン

ター 550 万円、草刈り等の維持
管理 1,220 万円、街路樹の維持管
理 150 万円、道路側溝の清掃 430
万円となっています。

一方、県は市を 3 つの区域に分
けた除草作業（約 4,000 万円）と、
道路の樹木維持管理（約 2,000 万
円）で、予算総額約 6,000 万円と
なっています。

また、路線延長が長く、年１回
の除草作業・樹木の剪定に 6 月
から 10 月までかかるため、6 月
に刈った草が 10 月には早くも生
えてしまう状況となり、毎年苦情
が出ているところです。

問 危険性の少ない場所を限定
し、県のアドプト制度によ

る除草作業委託を受けた団体が２
カ所あるそうだが、現実ボラン
ティアとして作業している市民も
多い。

県から除草・剪定作業を随意契
約で請け負い、加西市が市内道路

全てを管理することはできないか。

答 県として問題ないことは聞
いていますが、市としては、

草刈りの時期をできるだけ県・市
で調整をし、両者で効率的に作業
するというのが考えです。 
 
提案 「加西市版アドプト制度」

を導入し、危険でない箇所につい
ては、国道・県道・市道の区別な
く、「自分の町の道路は自分達で
除草管理して、年間を通じてきれ
いな環境を保つ」ことができない
か。

また、植栽の必要性を検証し、
廃止する場合は、歩道・自転車道
の設置や車道の拡幅等に利用すれ
ば、安全安心に寄与するばかりか、
後の管理費用も削減できると考え
る。

■その他の質問項目
・ 公共交通対策事業について

道路の維持管理について

問 景観悪化について、行政側
の対応は。

答 ため池の景観については、
計画段階から地権者や自治

会から懸念の声が上がっており、
景観に関わる基準がない中で、事
業者が様々な提案を行いながら丁
寧に解消していったと聞いていま
す。

市民が慣れ親しんだ景観や自然
を保護することも、再生可能エネ
ルギーを進めることも、どちらも
大切です。現法令では、自治会と
事業者との合意があれば、行政か
ら事業自体を差し止めることはで

きませんが、国土利用計画法に基
づく土地売買等届出書など、折り
に触れて情報提供を求めながら、
景観や自然との調和が図られるよ
う事業者に指導・助言をしていく
考えです。

問 防災上の影響は。 

答 山林を大規模に開発して太
陽光発電事業を実施してい

る場所では、加西市開発調整条例
に基づいて、治水面の十分な配慮
を指導し、事業者側でも排水路や
調整池を設置しています。現在、
幸いにも災害に至っている事例は
ありませんが、市民の安全・安心
を確保するために、行政の関与を
認める制度の検討が必要と考えて
います。

問 太陽光発電設置の条例の制
定の検討は。

答 新たに条例を制定するか、
周知が図られ定着している

開発調整条例を生かすか、どちら
が効果的かの検討が必要だと考え
ています。

また、「再エネ特措法」の改正
により、法令違反のある太陽光発
電事業者は認定が取り消される制
度が創設され、現在、国が準備を
進めているところです。これに
よって国と連携した指導の実施が
期待でき、指導のために自治体が
独自で届け出制度を設置しなけれ
ばならない状況は解消されると考
えられますが、別途、加西市独自
の景観や環境への配慮義務を求め
る必要性がある場合には条例化も
検討したいと考えています。

■その他の質問項目
・ 少子化時代の子育て支援の現状

と課題について
・ 加西市の市民後見人制度につい

て

太陽光発電設備の設置について

松尾　幸宏  議員
（自民の風・誠真会）

長田　謙一  議員
（21 政会）
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一般質問

一般質問

問 市長がマニフェストに掲げ
た「農業特区エリアの整備」

の具体的な内容について。

答 ３月の農振法の規則改正に
より、施設園芸のうち床が

コンクリート敷の温室や植物工場
が農業施設として位置づけられ、
農地でもできるようになったた
め、特区認定を必要とせずに、鶉
野「次世代施設園芸モデル団地」
が昨年稼働となりました。兵庫版
トマトハウスの標準化とコストダ
ウンを目指して運営しており、そ

のノウハウを加西市の農業に生か
せる状況になってきたと思いま
す。

問 加西市は「関西圏・国家戦
略特別区域」に含まれ、特

区の規制緩和メニュー 41 のうち、
農業分野の４メニューは加西市で
も活用できそうである。また、特
区だからこそ、逆に規制緩和の提
案も国にできるが、その考えは。

答 加西市としてその考えはあ
りません。

問 人口減少に伴い、加西市の
農家人口は、平成２年の

5,626 戸／ 25,901 人から、平成
27 年の 3,294 戸／ 4,950 人にま
で減少し、全体の 67％が販売農
家、そのうち約半数に後継者がお
らず、農地の維持管理と人材確保
に不安の声が聞かれるが、どうか。

答 低コストで高収入の持続可
能な組織化を推進し、新規

就農者を含めた担い手対策を実施
しています。意欲のある農家が多
く、今後大きく発展する可能性は
十分あると考えています。

問 TPP をにらんだ加西市の農
業戦略について。

答 加西市の主要農業生産物で
ある主食用米は、基本的な

輸入の枠組みは変更せず、関税撤
廃の例外や現行の国家貿易制度の
維持など、多くの例外措置を獲得
しています。また、国が備蓄米の
運営見直しや稲作農業の強化政策
をとることで、所得への影響は少
ないと考えています。

国の政策により、水稲の直播技
術導入による生産コスト削減や大
規模経営に必要な農業機械の導
入、ライスセンターの整備、水稲
から高収益作物への転換を進め、
攻めの農業に取り組みたいと考え
ています。

農業特区について

問 平成 27 年度防犯灯整備状
況について。

答 平成 28 年 3 月末現在の総
数で 3,776 灯を設置してい

ます。
平成 27 年度中には 71 灯を設

置しており、内訳は、北条中学
校区 15 灯、善防中学校区 18 灯、
加西中学校区 18 灯、泉中学校区
20 灯となっています。

問 通学路防犯灯調査結果と設
置計画について。

答 中学校区の調査結果では、
北条地区 41 カ所、善防地

区 168 カ所、加西地区 113 カ所、

泉地区 74 カ所、合計 396 カ所が
必要となりました。

平成 28 年度は、集落の生活道
路に約 60 本、通学路に約 100 本、
合計約 160 本を設置する予定で
す。

地域の方と一緒に解決をしなが
ら、市民が安全・安心を実感でき
るように取り組んでいきます。

問 高齢者見守り SOS ネット
ワーク事業について。

答 本年７月１日に関係機関や
民間事業所の協力により制

度を発足したところです。
この事業は、認知症高齢者や障

がい者の方が行方不明になった際
に、市・警察署・地域包括支援セ
ンター・社会福祉協議会・市老人
クラブ連合会・消防団などの各関
係機関と、事業に賛同いただいた
民間事業協力者によって捜索活動
を行うもので、現在の事前登録数
は、高齢者 8 名、障がい者 1 名、

合計 9 名となっています。
厚生労働省の推計法による算出

では、市内の認知症高齢者数は
約 2,000 名を超える程度と見込ま
れ、また、要介護認定者のうち、
認知症の日常生活自立度が 2 以上
の方は 1,499 名となっており、そ
のうち徘徊の恐れのある方は、約
170 名余りと推計しています。

今後、啓発活動として、認知症
サポーター養成講座での PR や、

「あったか声かけ作戦」で実際に
QR コードの読み取りなどの実践
訓練も取り入れていきたいと考え
ています。

■その他の質問項目
・ 高齢者等見守り SOS ネットワー

ク事業関係
 - 行方不明者発生時の対応について
 - 近隣市との協力体制について

・ 緊急通報体制事業について 
（４項目）

安全で安心なあかるいまちづくり

原田　久夫  議員
（21 政会）

　　　　深田　真史  議員
（加西の新しい未来を創る政策研究会）
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一般質問

一般質問

問 介護予防・日常生活支援総
合事業（以下、総合事業）

の現状について。

答 平成 28 年 10 月より要支援
１、２の方に対する「介護

予防訪問介護」及び「介護予防通
所介護」を総合事業として、現行
の介護に相当する、訪問型サービ
ス・通所型サービスに移行してい
きます。

移行のタイミングは、10 月以
降に新たに要支援の認定を受けた
方と、更新により再度要支援の認
定を受けた方が、訪問型サービス・
通所型サービスを利用するときと
なります。要支援の認定期間は１

年であるため、１年かけて移行す
ることになります。

問 総合事業に伴って設定され
ている、緩和型サービスや、

住民参加型のサービスの今後につ
いて。

答 総合事業は、まず現行の相
当サービスを置き換える形

で開始しますが、その他の多様な
サービスについて、今後、協議体
を中心に議論していきたいと考え
ています。

また、将来における多様なサー
ビスとその担い手づくりを念頭
に、生活介護サポーター養成講座、
介護ボランティアポイント制度な
どに取り組んでいるところです。

問 訪問型・通所型サービスの
事業所への給付単価は維持

されるのか。

答 現行と同じ単価で実施し、
介護事業所への大きな影響

はないと考えていますが、基準緩
和型のサービスについては、地域
のコンセンサスに配慮し、近隣の
事例等を参考にしながら検討して
いきたいと考えています。

問 同じ予算措置でやっていく
事業が、緩和型に次々と置

き換えられる可能性はないのか。

答 利用者にとって、どのサー
ビスが最も必要か見極めて

いかねばなりません。ただ単純に
負担の軽いほうへといった判断に
はならないものと認識していま
す。　

■その他の質問項目
・ 公共施設総合管理計画について
・ 国民健康保険制度の運営につい

て
・ TPP 協定の国会批准について
・ 地域医療構想について

問 厚生労働省人口動態統計に
よると、加西市の出生数は

北播磨 5 市の中で 8 年連続最下位
です。8 年間（H20.1 ～ H27.12）
の出生総数は、加西市 2,373 人、
三木市 4,211 人、小野市 3,994 人、
西脇市 2,644 人、加東市 2,939 人
となっており、相当の差が生じて
います。

H27 年の兵庫県下の出生数は 4
万 4,706 人で、神戸市の 12,140
人から市川町の 67 人までさまざ
まであり、加西市は 287 人（41
市町中で 25 番目）、三木市は 481

人（15 番目）、小野市は 401 人（17
番目）、西脇市は 304 人（22 番目）、
加東市は 368 人（18 番目）となっ
ています。

そして、5 年間（H23.1 ～ H27.12）
の自然増減総数は、加西市 1,234
人減、三木市 1,569 人減、小野市
386 人減、西脇市 999 人減、加
東市は 116 人の微減です。

また、5 年間（H23.1 ～ H27.12）
の社会増減総数は、加西市 1,341
人減、三木市 1,532 人減、小野市
774 人減、西脇市 1,106 人減、加
東市は 96 人の微減です。

以上により、各市の５年間の人
口増減総数は、加西市 2,575 人減、
三木市 3,101 人減、小野市 1,160
人減、西脇市 2,105 人減、加東市
は 212 人の微減となっています。

そこで、北播磨地域の 5 市の中
で 3 番目の人口をキープしてい
る加西市の出生数は、なぜ 8 年

間も連続して最下位なのか、その
要因についてお尋ねしたい。

答 H21 年度には少子化担当、
H24 年度には人口増政策課

を設置し、積極的に取り組んでき
ましたが、依然として厳しい状況
となっています。

要因としては、合計特殊出生率
の母数となる 15 歳から 49 歳ま
での女性人口が少なく、その未婚
率が高いことが考えられます。

また、H22 年国勢調査結果に
よると、近隣市では団塊ジュニア
の世代が突出して多くなっている
のに対して、加西市ではそうなっ
ていないことも、影響しているも
のと考えられます。

出生数をふやすために、まずは
若い世代や女性の転入を促進しな
ければ、安定的な人口推移には至
らないものと考えています。

出生数、8 年連続北播の市で最下位について

介護予防・日常生活支援総合事業について

植田　通孝  議員
（自民の風・誠真会）

井上　芳弘  議員
（日本共産党）
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一般質問

一般質問

問 加西市の南を横断する国道
372 号線のバイパス整備は

重要ですが、南北に縦断する道路
も必要であると考えます。加西市
には、中国道・加西インターと山
陽道・加古川北インターの２つが
近くにありますが、その間がス
ムーズに連絡できていません。

一般的には、高速道路のイン
ター同士が近くにある場合、イン
ター間は整備されていることが多
いと思うのですが、山陽道と中国
道の連絡道は整備されていませ
ん。山陽道・加古川北インターか

ら中国道・加西インターまで多く
の大型トラックが走りますが、右
折レーンが十分取れていないた
め、交差点で渋滞も発生している
状況です。

そこで、山陽道と中国道を結ぶ
縦の幹線道を４車線で整備する必
要があると思うのですが、いかが
か。

答 加西市を縦断する道路につ
いては、「北はりまハイラ

ンド・ふるさと街道」として、加
古川北インターから、北は氷上イ
ンターまで、総延長 55 ｷﾛの整備
構想を持っており、ふるさと街道
が通過する市町による期成同盟会
が結成され、現在活動されている
ところです。

なかでも、加古川北インターか
ら加西インターまでの約 10 ｷﾛ間
は、ハイランド構想の中で「交流・

連携軸」として位置づけされてお
り、今後整備が進んでいくものと
考えており、県からも、４車線化
の構想を残しつつということで回
答を得ているところです。

そして、加西市の発展のために
は、加西インター周辺の開発と、
縦方向の路線整備が将来の都市計
画として非常に重要だと考えてい
ます。

加古川・高砂・姫路から北へ物
流の流れができることで、必然的
に南からの交通量も増加し、結果
として加西インター周辺の発展に
つながると期待できます。非常に
重要な縦方向の線であるため、今
後とも県へ要望していきたいと考
えています。

■その他の質問項目
・ 教育問題について

加西を縦貫する道路の整備について

織部　徹  議員
（21 政会）

がん対策の推進

問 がん対策の推進について、
がん教育の重要性を指摘し

ます。日本は世界一のがん大国で
あります。毎年 100 万人近くが
がんと診断され、37 万人もの人
ががんで死亡しています。

この国民病ともいえる、がんに
関する知識を多くの国民は持って
いません。

わが国では、がん死亡率は年々
増える一方ですが、多くの欧米先
進国では減少に転じており、日本

はがん対策後進国といえます。
この問題の背景には急速な高齢

化もありますが、国民ががんを知
らないことが根本的な原因である
と考えます。

この対策遅れという潮流を変え
るには、学校で学ぶ体制が必要で
はないかと考えます。教育を受け
た子供が、家族にがん検診を受け
るよう勧める逆世代教育も進むよ
う期待が持てるのではないでしょ
うか。状況と今後の取組みについ
てお伺いします。

答 国民の２人に１人ががんに
かかり、３人に１人ががん

で亡くなっていると言われていま
す。がんは重要な健康課題である
と認識しています。

学校でのがん教育については、
がんやがん患者についての正しい
理解と認識を深め、自他の健康と

生命の大切さに対する理解を深化
させること、予防や早期発見につ
ながる行動変容を促し、共に生き
る社会づくりに寄与する資質や能
力の育成を図ることが重要です。

平成 28 年度、下里小学校が県
下小学校唯一のモデル校指定を受
け、がんの発生や要因、検診、治
療、がん患者と社会の現状等の課
題内容について、授業や講演会を
実施する予定です。

この実践を踏まえてがん教育の
あり方を検討して、がん教育の推
進体制の構築に向けて取組んで参
りたいと考えます。

■その他の質問項目
・ 安全・安心の町づくり

 - 道路の安全対策
 - 地震、豪雨対策

・ 健康長寿の取組み
 - 健診の受診率向上

健康長寿の取組み

土本　昌幸  議員
（公明党）
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一般質問

一般質問

問 市内高齢者施設の管理防犯
体制について。

答 警備員を含む夜間の人員増
や、防犯カメラの設置、エ

レベーターの工夫等、緊急マニュ
アルの整備など、各施設が創意工
夫しながら防犯対策に取り組んで
います。

問 加西市や近隣市における手
話通訳者の状況について。

答 加西市では、手話設置通訳
者退職後の補充ができない

状況が続いており、近隣では、三
木市 3 名、西脇市 1 名、小野市 2

名、加東市 2 名、多可町 1 名となっ
ています。また、手話通訳者を設
置しているのは、県内 41 市町中、
23 市町となっています。 
 
要望 三木市役所では、職員を

対象とする手話通訳者養成研修費
用が計上されるほか、常駐する手
話通訳者がタブレット端末を用
い、手話画像の送受信によるコ
ミュニケーションを図っている。
ぜひ定住自立圏における相互協力
の実現について検討していただき
たい。

消防団について

問 北播操法大会に向けた練習
場所の確保について。

答 非常に熱い思いを持って日
吉部が連日訓練していた消

防本部には、隣接する警察署の事
情に配慮する必要もあるため、今

後は、消防団とも連携をしながら、
適切な訓練場所の確保を検討した
いと考えています。

問 各自治会の消防機材更新は
十分な補助がされ、スムー

ズに行われているのか。

答 消防自動車、ポンプ等の更
新に対しては、購入額の 2

分の 1 を補助しています。自主
防災組織の訓練補助、消防ホース
等の更新に対しても、今年度 42
町が利用しているところです。 
 
要望 半額の補助があったとし

ても、小型ポンプとポンプ車（国
正部・北条部）では、金額が１桁
も異なり、地元の負担も大きくな
る。杓子定規に２分の１補助とす
るのではなく、個別に補助率を定
めるなど対応を検討していただき
たい。

丸岡　弘満  議員
（自民の風・誠真会）

①河川の安全対策について

問 昨今、短時間の集中豪雨が
引き起こす、河川の氾濫に

よる災害が多く発生している。加
西市の川には葦や土砂が多く堆積
しているが、浚渫の計画はどのよ
うになっているか。

答 県も市も毎年浚渫工事を
行っていますが、河川の数

も多く、なかなか全てにおいて十
分とはいかない状況です。今後、
地元の要望を確認しながら対応し
ていきたいと考えています。

また、河川の断面３割以上に土
砂が堆積していれば、基準に基づ
き土砂浚渫を行うとするルールが
ありますが、３割未満であっても、

「景観上好ましくない」「水の流れ
が非常に悪い」等の場合には、地
元の方と確認の上で浚渫を行うこ
とで、未然の災害防止にもつなが
るものと考えており、現場の状況
を見ながら対策を講じていきたい
と考えています。

②人口施策の現状と今後の取り組
みについて

問 施策の実施状況と今後の取
り組みについて。

答 施策としては、住宅の需要
と供給のマッチングを図る

ために、住宅建設のための「宅地
供給促進補助制度」と、供給側の
ための「賃貸共同住宅等建設促進
補助金制度」を新設しており、後

者については、８月までに 51 棟
の建築確認申請があり、415 戸の
住宅を供給することができる運び
となっています。

また、若者定住促進として加西
市独自の取り組みである「UJI ター
ン促進補助金交付制度」が年々利
用者をふやし、今年度は 158 名
となっています。

そして、今年４月から８月（５
カ月間）の社会動態は、例年の転
出者数と比較して約 100 人程度
減少しており、人口増施策を積極
的に取り組んだ成果と考えていま
す。

（市長）今後は、策定した地域
創生戦略や人口ビジョンを仕上げ
ていくことが大切であり、安心・
安全で、子育てにやさしい加西市
が意欲的に取り組む姿は、必ず注
目されるものと信じています。

地域福祉・高齢化社会の備えについて、ほか

河川の川底堆積物について、ほか

衣笠　利則  議員
（21 政会）
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委員会審議 総務 建設

上程された議案は、それぞれ所管の総務委員会と建設経済厚生委員会に付託し、審議を行いました。

 
 
 
 
 
 
 
 

問 貴重な渡り鳥もやって来る加西市であるからこそ、
生態系に配慮した活動についても、自治体の意志

として条文に盛り込むべきではないか。

答 白鳥も気球も、同じく大切にしていきたい加西の
風景であり財産です。自然保護については、条文

中の「自然の豊かさ」に込めており、詳細は
規則で定めていきたいと考えています。

問 飛行エリアや降下場所等について、自然保護団体
等を含めて相談する体制が必要ではないか。

答 昨年に意見交換を実施し、コハクチョウが飛来す
る池の確認や周辺飛行の制限について申し合わせ

を行い、共存の道を図ることで同意に至っています。
 
要望 野鳥保護や事故防止に、しっかり取り組んでい

ただきたい。 
 
討論【賛成】 「市が責任をもって気球と白鳥を守って

いく」との心構えを信頼し、期待する。全国の気球愛好
家が加西に集うことで盛り上げていただき、加西の風物
詩となるよう期待したい。 

 
 
 
 
 
 
 

問 駐車場の収益状況と、ホテル建設
工事中の駐車場対策について。 

答 使用料収入から委託料や機械リー
ス料などの経費を差し引くと、年間約 100 万円の

赤字となっています。
また、工事中の対応は銀行等個々の事業者が行うこと

になっています。 
 
討論【賛成】 市民にとっては、利便性が優先事項であ

ることに十分に配慮して、駐車場を確保していただきた
い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 近年は１時間の雨量が 70 ミリ 80 ミリというゲリ
ラ豪雨が多く発生しているが、どの程度の雨量が

処理できるのか。

答 現在の施設の能力は、最大処理水量が
150 立方ﾒｰﾄﾙ（１時間に約６立方ﾒｰﾄﾙ）

となり、下流地域に影響なく、スムーズに処
理できると考えています。

また、過去 10 年間の実績では、最大で１日
に 70 立方ﾒｰﾄﾙ（１時間で約３立方ﾒｰﾄﾙ）となっ
ています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 コミバスの利用促進負担金について。 

答 75 歳以上の高齢者、障がい者、中学生以下の児童・
生徒、未就学児同伴の保護者、妊婦、運転免許返

納者を無料対象とした試行を 11 月から開始します。

問 防犯カメラの設置について。 

答 市内の主要交差点９カ所に設置する
カメラは、画素数や１秒間の録画枚数

を充実させ、夜間の白黒撮影やプライバシーに配慮した
マスキング機能を有しています。

一方、学校に設置するカメラには、同等の基本機能に
加えて、正面玄関や校門を 24 時間監視するためのモニ
ターを設置します。

気球の飛ぶまち
議案第 48 号　気球の飛ぶまち加西条例の 
                               制定について

　基本理念をはじめ、気球チーム・市民団体・市・市
民の役割等を定め、気球の飛行を通じた地域の活性化

を図ることを目的に制定するもの。

総務

議案第 49 号　加西市駐車場条例を廃止する 
                               条例の制定について

　加西市営駐車場をホテル建設用地として事業者に貸
し付けることに伴い、駐車場業務を廃止しようとする

もの。

建設

市営駐車場

埋立処分場改修工事
議案第 53 号　加西市埋立処分場浸出水処理 
                               設備改修工事請負契約の締結 
                               について

建設

請負業者 住重環境エンジニアリング㈱　大阪支店
完成時期 平成 29 年 12 月 20 日
請負金額 1 億 6,092 万円

補正予算
議案第 54 号　平成 28 年度加西市一般会計 
                               補正予算 ( 第２号 ) について

【歳出】

　・コミュニティバス利用促進負担金（88 万 5,000 円）
 
　・防犯対策費（330 万円）
　・学校管理費 [ 小学校 ]（400 万円）
    ・特別支援学校費（200 万円）

総務
建設

企 画 費

防犯カメラ
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深田真史  議員

織部　徹  議員

中右憲利  議員

黒田秀一  議員

請願第３号　教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための 
2017 年度政府予算に係る意見書採択の要請について

OECD 諸国並みの豊かな教育環境を整備するために、30 人以下の少人数学級を推進することと、
教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度における国の負担割合を

2 分の 1 に復元することを求める意見書を国の関係機関へ提出していただきたい。

（請願趣旨）

請 願
請願第２号　精神障がい者の医療費助成を求める請願書について

精神障がい者は、精神疾患による入退院の繰り返しなど、長期の治療を要することが多いことに
加えて、精神科以外の医療費支出も少なくない。このような、医療費負担の大きい状況に配慮し、

精神障害者保健福祉手帳２級まで医療費を助成していただきたい。

（請願趣旨）

討論とは、表決の前に賛成か反対かの自己の意見を 
表明することです。（発言順に掲載）

 

問 精神障害者保健福祉手帳２級まで
の助成を要望する理由について。

答（請願者）助成が実施されている市
町村の状況を見て判断しています。

問 加西市が重度障害者医療費助成の対象者を、精神
障害者保健福祉手帳２級までに拡大した場合の財

政負担について。

答（執行者）県助成制度の対象外であるため、概算で
約 1,600 万円がすべて市の負担となります。 

 
討論【反対】 市として医療費の増大が課題となってい

るなか、医療費助成は慎重であるべき。

                 委員会審議 建設

討　　論 本会議

義務教育費国庫負担制度は、三位一体の改革で「義務教育の国庫負担につ
いて地方に任せるべき」との地方の主張に配慮した結果、税源の移譲などと
一体的に措置されたものである。

加西市内の小学校では 107 学級中 94 学級が 30 人以下、中学校では全学級
が 35 人以下という状況のなか、あえて加西市議会として意見書を提出する必要はない。

反
対

義務教育費国庫負担制度の負担割合が 3 分の 1 に縮小され、財政基盤が弱い
自治体では、交付税で入ってくる差額も、職員給与ではなく他の事業に使われ
てしまう可能性がある。

国は、全国どこに住んでも一定の水準の教育を受けられるよう保障すべきで
あり、地方の裁量の拡大については制度を柔軟にして対応すべきである。

賛
成

丸岡弘満  議員

PISA でも学級規模は学力と何の関係もないとしている。問題は、日本がこ
れまで少人数学級については精力的に進める一方で、人材確保と教員の質の
向上については余り予算を割いてこなかったことである。

OECD の指摘どおり、教員のおかれている環境を整備することで、よりき
め細かい指導体制が整い、学力向上へとつながるものと考える。

反
対

児童・生徒を取り巻く状況は多様化してきており、LD・ADHD・アスペルガー
など軽度の障がいのある子供や、いろいろな問題を抱えている児童・生徒も多
くなっている。よりきめ細かい教育が求められるなか、都道府県によって異な
る対応は、教員数の差を広げ、結果として、将来の日本を背負う児童・生徒の

教育の格差につながるのではないかと危惧する。

賛
成

加西市の小・中学校の児童生徒数は過去最少であり、30 人以下学級にして
先生の数をふやすことは時代に逆行する。まず先生の指導力や資質向上に取
り組むべきである。また、特別支援教育やいじめ対応の加配教員は年々増員
されている。教科ごとに少人数習熟度別指導やチームティーチングを実施す
れば、一律 30 人以下学級にする必要などない。

反
対
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　第２６２回　加西市定例会議決結果一覧　　　　平成 28 年９月１日～９月 26 日　

　■全会一致で可決、認定した議案

議 案 第 ４ ８ 号 気球の飛ぶまち加西条例の制定について
議 案 第 ４ ９ 号 加西市駐車場条例を廃止する条例の制定について
議 案 第 ５ ０ 号 農作物共済の無事戻金の交付について
議 案 第 ５ １ 号 畑作物共済の無事戻金の交付について
議 案 第 ５ ２ 号 園芸施設共済の無事戻金の交付について
議 案 第 ５ ３ 号 加西市埋立処分場浸出水処理設備改修工事請負契約の締結について
議 案 第 ５ ４ 号 平成 28 年度加西市一般会計補正予算（第２号）について
議 案 第 ５ ５ 号 平成 28 年度加西市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について
議 案 第 ５ ６ 号 平成 28 年度加西市介護保険特別会計補正予算（第１号）について
議 案 第 ５ ７ 号 平成 28 年度加西市水道事業会計補正予算（第１号）について
議 案 第 ５ ８ 号 平成 27 年度加西市一般会計の決算認定について
議 案 第 ６ １ 号 平成 27 年度加西市後期高齢者医療特別会計の決算認定について
議 案 第 ６ ２ 号 平成 27 年度加西市公園墓地整備事業特別会計の決算認定について
議 案 第 ６ ３ 号 平成 27 年度加西市宅地造成事業特別会計の決算認定について
議 案 第 ６ ４ 号 平成 27 年度加西市農業共済事業会計の決算認定について
議 案 第 ６ ５ 号 平成 27 年度加西市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について
議 案 第 ６ ６ 号 平成 27 年度加西市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について
議 案 第 ６ ７ 号 平成 27 年度加西市病院事業会計の決算認定について
議員提出議案第１号 加西市手話言語条例の制定について

　■賛否の分かれた議案（採決順に掲載）　　　　　　　　　　　　　　　　○…賛成　×…反対
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議決結果

議案第５９号 
平成２７年度加西市国民健康保険特別会計
の決算認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 議

長 ○ ○ ○ ○ 原案認定 
（賛 13、反 1）

議案第６０号 
平成２７年度加西市介護保険特別会計の 
決算認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 議

長 ○ ○ ○ ○ 原案認定 
（賛 13、反 1）

請願第２号 
精神障がい者の医療費助成を求める請願書
について × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議

長 ○ ○ ○ ○ 原案採択 
（賛 13、反 1）

請願第３号 
教職員定数改善と義務教育費国庫負担制
度２分の１復元をはかるための 2017 年度
政府予算に係る意見書採択の要請について

× × ○ ○ ○ ○ × × × ○ 議
長 ○ ○ ○ ○ 原案採択 

（賛 9、反 5）

意見書案第２号 
教職員定数改善と義務教育費国庫負担制
度２分の１復元を求める意見書 × × ○ ○ ○ ○ × × × ○ 議

長 ○ ○ ○ ○ 原案可決 
（賛 9、反 5）
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加西市議会

検索

WEB

■ 平成 28 年 12 月　加西市議会定例会の予定 WEB

12 月 1 日 ( 木 )
9:20
9:40

10:00

議会運営委員会
議員協議会
本会議（提案説明等）

12 月 5 日 ( 月 ) 15:00 発言通告期限（質疑・一般質問）

12 月 9 日 ( 金 )
9:20
9:40

10:00

議会運営委員会
議員協議会
本会議（質疑・一般質問）

12 月 12 日 ( 月 )
9:20
9:40

10:00

議会運営委員会
議員協議会
本会議（一般質問）

12 月 13 日 ( 火 ) 10:00 本会議（予備日）
12 月 14 日 ( 水 ) 10:00 建設経済厚生委員会
12 月 15 日 ( 木 ) 10:00 総務委員会

12 月 21 日 ( 水 )
9:20
9:40

10:00

議会運営委員会
議員協議会
本会議（最終日：委員長報告・採決）

月　　日 時  間 会　　　　　議

WEB

■ 常任委員会・行政視察の実施状況 WEB

８
３

愛媛県新居浜市

建設経済厚生委員会

総 務 委 員 会

８
４

兵庫県相生市

８
４

愛媛県四国中央市

子育て支援について デマンドタクシーについて 子育て支援「11 の鍵」 
　について

８
３

京都府綾部市

８
10

香川県坂出市

８
９

岡山県笠岡市

都市計画法の線引き 
　廃止について

市民後見推進事業に 
　ついて

都市計画法の線引き 
　廃止について


